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条

例

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
三
号

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

(

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
号
ロ
中

｢

第
六
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

第
六
条
の
二
の
二
第
二
項｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
保
健
師
・
助
産
師
・
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例

(

昭
和
三
十
七
年
四
月
青
森
県
条
例
第
三
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
七
号
中

｢

第
六
条
の
二
第
三
項｣

を

｢

第
六
条
の
二
の
二
第
三
項｣
に
改
め
る
。

(

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例

(

平
成
二
十
五
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
す
る
。
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第
十
条
を
削
り
、
第
十
一
条
を
第
十
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中｢

、
特
定
慢
性
疾
患
医
療
納
入
金
、
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
徴
収
金｣

を
削
り
、
同
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

(
青
森
県
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
療
育
福
祉
・
医
療
療
育
セ
ン
タ
ー
条
例

(

平
成
十
四
年
三
月
青
森
県
条
例
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢
第
六
条
の
二
第
一
項｣

を

｢

第
六
条
の
二
の
二
第
一
項｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
の
期
間
に
係
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
青
森
県
児
童
福
祉
法
施
行
条
例
第
二
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
慢
性
疾
患
医
療
給
付

費
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
四
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
三
十
条
を
第
三
十
一
条
と
し
、
第
十
四
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

青
森
県
指
定
難
病
審
査
会
の
部
会)

第
十
四
条

青
森
県
指
定
難
病
審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３

青
森
県
指
定
難
病
審
査
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
部
会
の
議
決
を
も
つ
て
青
森
県
指
定
難
病
審
査
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
青
森
県
地
方
薬
事
審
議
会
の
項
中

｢

薬
事
法｣

を

｢

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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(
特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
二
条

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
五
号
を
第
八
十
七
号
と
し
、
第
四
十
六
号
か
ら
第
八
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
五
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四
十
七

小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
委
員

第
一
条
中
第
四
十
四
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
第
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
三

指
定
難
病
審
査
会
委
員

第
五
条
中

｢

第
八
十
四
号｣

を

｢

第
八
十
六
号｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
五
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
七
号｣
に
改
め
る
。

別
表
第
二
結
核
診
査
協
議
会
委
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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(

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

第
三
条

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
五
号
を
第
八
十
七
号
と
し
、
第
四
十
六
号
か
ら
第
八
十
四
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
五
号
を
第
四
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

四
十
七

小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
委
員

第
一
条
中
第
四
十
四
号
を
第
四
十
五
号
と
し
、
第
四
十
三
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
第
四
十
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
三

指
定
難
病
審
査
会
委
員

第
三
条
第
一
項
中

｢

第
八
十
四
号｣

を

｢
第
八
十
六
号｣

に
改
め
る
。

第
四
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
五
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
七
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

結
核
診
査
協
議
会
委
員｣

を

｢

結
核
診
査
協
議
会
委
員

指
定
難
病
審
査
会
委
員｣

に
、

｢

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員｣

を

｢

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員

小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
委
員｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
別
表
第
一
青
森
県
地
方
薬
事
審
議
会
の
項
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
七
号)

附
則
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
青
森
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
の
委
員

に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
別
表
第
二
青
森
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
の
項
任
期
欄
中

｢

新
法｣

と
あ
る
の
は
、
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｢

児
童
福
祉
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
七
号)

｣

と
す
る
。

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
五
号

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

40

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
職
員
が
退
職
し
、
か
つ
、
引
き
続
い
て
地
方
独
立
行
政
法
人
青
森
県
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

(

以
下

｢

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー｣

と
い

う
。)

の
職
員
と
な
つ
た
場
合

(

知
事
の
同
意
を
得
て
行
わ
れ
た
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
職
員
の
募
集
に
係
る
選
考
に
よ
り
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
な
つ
た
場
合
に
限

る
。)

に
お
い
て
、
そ
の
者
の
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
が
、
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
退
職
手
当
の
支
給
の
基
準

(

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る

基
準
を
い
う
。)

に
よ
り
、
産
業
技
術
セ
ン
タ
ー
の
職
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
は
、

支
給
し
な
い
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
六
号

青
森
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

平
成
二
十
三
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
九
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

用
語)

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
学
級
の
編
制
、
職
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

(

平
成
二
十
六
年
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省

令
第
一
号)

及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣
、
文

部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

(
平
成
二
十
六
年
七
月
三
十
一
日
内

閣

府

文
部
科
学
省

厚
生
労
働
省
告
示
第
二
号)

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語

の
例
に
よ
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を

｢
(

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件)

｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

｢

施
設
の
認
定｣

を

｢

幼
稚
園
又
は
保
育
所
等

の
認
定｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中｢

児
童
福
祉
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児｣

を｢

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も｣

に
、
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｢

保
育｣

を

｢

教
育｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
児｣

を

｢

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も｣

に
、

｢

当
該
幼
児｣

を

｢

当
該

保
育
を
必
要
と
す
る
子
ど
も｣

に
、

｢

同
法｣

を

｢

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)
｣

に
、

｢

実
施｣

を

｢

利
用｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中

｢

別
表｣

を

｢
別
表
第
一｣

に
、

｢

施
設｣

を

｢

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

幼
保
連
携
施
設
の
認
定｣

を

｢

連
携
施
設
の
認
定｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

幼
保
連
携
施
設｣

を

｢

連
携
施
設｣

に
、

｢

保
育
所
等｣

を

｢

保
育
機
能
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中

｢

幼
保
連
携
施
設｣

を

｢

連
携
施
設｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

別
表｣

を

｢

別
表
第
一｣

に
、

｢

施
設｣

を

｢

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園｣

に
改
め
る
。

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準)

第
四
条

法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
中

｢

施
設
の｣

を

｢

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
以
外
の
認
定
こ
ど
も
園
の｣

に
改
め
、
同
表
第
一
号
１
中

｢

、
満
三
歳
以
上
の
子
ど
も
の
う
ち
短
時
間
利
用
児
お
お
む

ね
三
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上｣

及
び

｢

の
う
ち
長
時
間
利
用
児｣

を
削
り
、

｢

保
育｣

を

｢

教
育
及
び
保
育｣

に
改
め
、
同
号
２
中

｢
(

満
三
歳
以
上
満
四
歳
未
満
の
子
ど
も

の
数
が
二
十
人
を
超
え
る
学
級
に
あ
っ
て
は
、
二
人)

の
保
育｣

を

｢
の
教
育
及
び
保
育｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
２
及
び
３
中

｢

保
育
に｣

を

｢

教
育
及
び
保
育
に｣

に
改
め
、
同
号
４
中

｢

長
時
間
利
用
児｣

を

｢

教
育
及
び
保
育
時
間
相
当
利
用
児｣

に
改
め
、
同
表
第
三
号

１
た
だ
し
書
中

｢

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、｣

を
削
り
、
同
号
２
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
の
調
理
室
に
つ
い
て
は
、
当
該
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
内
で
調
理
す
る
方
法
に
よ
り
食
事
の
提
供
を
行
う
子
ど
も
の
数
が
二
十
人

に
満
た
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
方
法
に
よ
り
食
事
の
提
供
を
行
う
た
め
に
必
要
な
調
理
設
備
を
備
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
表
第
三
号
３
た
だ
し
書
中

｢

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
、｣

を
削
り
、
同
表
第
四
号
１
及
び
２
中

｢
に
欠
け
る｣

を

｢

を
必
要
と
す
る｣

に
改
め
、
同
号
７
中

｢

の
調
理

室
に
お
い
て
調
理
さ
れ
た｣

を｢

内
で
調
理
す
る
方
法
に
よ
り｣

に
改
め
、
同
号
８
中｢

保
育
に｣

を｢

保
育
の
内
容
に｣

に
改
め
、
同
号
９
中｢

保
育｣

を｢

教
育
及
び
保
育｣
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に
改
め
、
同
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二

(

第
四
条
関
係)

幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

― ―10
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附

則

１

こ
の
条
例
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
六
号
。
以

下

｢

改
正
法｣

と
い
う
。)

の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
は
、
改
正
後
の
青
森
県
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の

推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

(

以
下

｢

改
正
後
の
条
例｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
第
一
号
１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
存
す
る
認
定
こ
ど
も

園

(

改
正
法
に
よ
る
改
正
前
の
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
を
い
い
、
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
除
く
。)

の
職
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
は
、
改
正
後
の
条
例
別
表
第
二
第
三
号
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
の
職
員
配
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

改
正
法
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
み
な
し
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
条
例
別
表
第
二
第
四
号
２
か
ら
11
ま
で
及
び
13
か
ら
18
ま
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で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
間
は
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

以
下

｢

認
定
こ
ど
も
園
法｣

と
い
う
。)

第

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
副
園
長
又
は
教
頭
を
置
く
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

(

認
定
こ
ど
も
園
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
い
う
。

以
下
同
じ
。)

に
つ
い
て
の
改
正
後
の
条
例
別
表
第
二
第
三
号
３
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
３
中

｢

か
つ
、｣

と
あ
る
の
は
、

｢

又
は｣

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園

(

学
校
教
育
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
を
い
い
、
そ
の
運
営
の
実
績
そ
の
他
に
よ
り
適

正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
を
廃
止
し
、
当
該
幼
稚
園
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お
い

て
、
当
該
幼
稚
園
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
改
正
後
の
条
例
別
表
第
二
第
四
号
４
、

８
及
び
16
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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７

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
保
育
所

(

児
童
福
祉
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
を
い
い
、
そ
の
運
営
の
実
績
そ

の
他
に
よ
り
適
正
な
運
営
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。)

を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
保
育
所
を
廃
止
し
、
当
該
保
育
所
と
同
一
の
所

在
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
係
る
改
正
後
の
条
例
別
表

第
二
第
四
号
４
、
７
及
び
８
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。
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８

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
現
に
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
設
置
し
て
い
る
者
が
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
を
廃
止
し
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
と
同
一
の
所
在
場
所
に
お

い
て
、
当
該
幼
稚
園
又
は
保
育
所
の
設
備
を
用
い
て
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
で
あ
っ
て
、
当
該
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
の
園
舎
と
同
一
の
敷
地
内
又
は
隣
接
す
る
位
置
に
園
庭

(

改
正
後
の
条
例
別
表
第
二
第
四
号
８
�
又
は
�
に
掲
げ
る
面
積
と
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
三

歳
以
上
の
園
児

(

認
定
こ
ど
も
園
法
第
十
四
条
第
六
項
に
規
定
す
る
園
児
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
数
を
乗
じ
て
得
た
面
積
と
の
い
ず
れ
か
大
き
い
面
積
以
上
の
面
積
の
も

の
に
限
る
。)

を
設
け
る
も
の
は
、
当
分
の
間
、
同
号
６
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
場
所
に
園
庭
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
は
、
満
三
歳
以
上
の
園
児
の
教
育
及
び
保
育
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

園
児
が
安
全
に
移
動
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

二

園
児
が
安
全
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

三

園
児
が
日
常
的
に
利
用
で
き
る
場
所
で
あ
る
こ
と
。

四

教
育
及
び
保
育
の
適
切
な
提
供
が
可
能
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

― ―20
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青
森
県
条
例
第
八
十
七
号

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
一
条

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
九
号
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
十
号
中

｢
｢

― ―21
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｣

を

｣

に
改
め
る
。

第
二
条

青
森
県
薬
事
法
関
係
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

― ―22

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



青
森
県
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
関
係
手
数
料
徴
収
条
例

第
一
条
中

｢

薬
事
法

(｣

を

｢

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

(｣

に
、

｢

薬
事
法
施
行
令｣

を

｢

医
薬
品
、
医
療
機
器

等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令｣

に
、

｢

改
正
法
及
び｣

を

｢

改
正
法
、｣

に
改
め
、

｢

旧
政
令｣

と
い
う
。)

｣

の
下
に

｢

及
び
薬
事

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号)

｣

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中

｢

、
化
粧
品
又
は
医
療
機
器

(

以
下

｢

医
薬
品
等｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

又
は
化
粧
品｣
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中

｢

第
十
三
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

に
、

｢

医
薬
品
等｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、
同

条
第
四
号
中

｢

第
十
三
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項｣

を

｢

第
十
三
条
第
六
項｣

に
、

｢

医
薬
品
等｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、

同
条
第
五
号
及
び
第
六
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器｣

を

｢

又
は
医
薬
部
外
品｣

に
改
め
、
同
条
中
第
三
十
二
号
を
第
四
十
二
号
と
し
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
三
十

一
号
ま
で
を
十
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
十
四
号
中

｢

第
十
三
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
十
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
四
号
と
し
、
同
条
第
二
十

三
号
中

｢

第
十
二
条
第
一
項｣

を

｢

第
三
十
七
条
の
九
第
一
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
三
号
と
し
、
同
条
第
二
十
二
号
中

｢

薬
局
開
設
、｣

を
削
り
、

｢

販
売
業
及

び｣

を｢

販
売
業
、｣

に
、｢

賃
貸
業｣

を｢

貸
与
業
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
二
号
と
し
、
同
条
第
二
十
一
号
中｢

薬
局
開
設
、｣

を
削
り
、

｢

販
売
業
及
び｣

を

｢

販
売
業
、｣

に
、

｢

賃
貸
業｣
を

｢
貸
与
業
及
び
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
十
一
号
と
し
、
同
条
第
二
十

号
中

｢

医
薬
品
等｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

二
十
五

政
令
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十
六

政
令
第
三
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
販
売
業
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十
七

政
令
第
三
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
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製
造
業
の
登
録
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十
八

政
令
第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の

製
造
業
の
登
録
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十
九

政
令
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許

可
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
事
務

三
十

政
令
第
四
十
三
条
の
五
第
一
項
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可

証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

第
一
条
第
十
九
号
中

｢

医
薬
品
等｣

を

｢
医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
三
号
と
し
、
同
条
第
十
八
号
中

｢

医
薬
品
等｣

を

｢

医
薬

品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
十
二
号
と
し
、
同
条
第
十
七
号
中

｢

医
薬
品
等｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品｣

に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
二
十
一
号
と
し
、
同
条
第
十
六
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器｣

を

｢

又
は
医
薬
部
外
品｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
二

号
を
加
え
る
。

十
九

政
令
第
一
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
書
換
え
交
付
に
関
す
る
事
務

二
十

政
令
第
一
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
薬
局
開
設
の
許
可
証
の
再
交
付
に
関
す
る
事
務

第
一
条
第
十
五
号
中

｢

第
四
十
条
の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項｣

を

｢
第
四
十
条
の
二
第
五
項｣

に
、

｢

第
八
十
条
第
二
項
第
三
号｣

を

｢

第
八
十
条
第

三
項
第
四
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

法
第
四
十
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
の
許
可
の
更
新
に
関

す
る
事
務
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第
一
条
第
十
四
号
中

｢

第
四
十
条
の
二
第
二
項｣

を

｢

第
四
十
条
の
二
第
一
項｣

に
、

｢

第
八
十
条
第
二
項
第
三
号｣

を

｢

第
八
十
条
第
三
項
第
四
号｣

に
、

｢

医
療
機
器

の
修
理
業
の
許
可
の
更
新｣

を｢

当
該
許
可
の
更
新｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
五
号
と
し
、
同
条
第
十
三
号
中｢

第
三
十
九
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
九
条
第
一
項｣

に
、

｢
賃
貸
業｣

を

｢

貸
与
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
四
号
と
し
、
同
条
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第

十
一
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
七
号
中

｢

第
二
十
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
二
十
四
条
第
一
項｣

に
、

｢

店
舗
販
売
業｣

を

｢

医
薬
品
の
販
売
業｣

に
、

｢

法
第
二
十

四
条
第
二
項｣

を

｢
同
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

七

法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
並
び
に
法
第
二
十
三
条

の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

八

法
第
二
十
三
条
の
二
の
三
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
体
外
診
断
用
医
薬
品
の
製
造
業
の
登
録
並
び
に
法
第
二
十
三
条

の
二
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
登
録
の
更
新
に
関
す
る
事
務

九

法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
一
項
及
び
政
令
第
八
十
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
再
生
医
療
等
製
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
並
び
に
法
第
二
十
三
条
の
二
十
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
当
該
許
可
の
更
新
に
関
す
る
事
務

第
一
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
三

薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
六
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
十
四

条
第
六
項

(

同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

及
び
薬
事
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
及
び
経
過
措
置
に
関
す

る
政
令

(

平
成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
六
十
九
号)

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
政
令
第
八
十
条
第
二
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品

(

体
外
診
断
用
医
薬
品
に

限
る
。)

又
は
医
療
機
器
の
適
合
性
調
査
に
関
す
る
事
務

別
表
第
三
号
中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
、

｢

第
三
条
第
三
号｣

を

｢
第
三
条｣

に
、
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｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
四
号
中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
五
号
中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、

｢
(

体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、

｢

薬
事
法
施
行
規
則｣

を

｢

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の

｢
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確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則｣

に
、

｣

を

｢

｣

に
、

｢

第
二
十
六
条
第
三
項
第
一
号｣

を

｢

第
二
十
六
条
第
二
項
第

一
号｣

に
、

｢

を
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｣

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
六
号
中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、

｢
(

体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。)
｣

を
削
り
、

｢

｣

を

｢

｣
に
、

｢
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｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
七
号
中

｢
(

体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、

｢

を
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｣

｢

｣

に
、

｢

｣

を
｢

に
改
め
、
同
表
第
八
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器｣

を
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｣

｢
又
は
医
薬
部
外
品｣

に
、

｢

第
四
十
二
条
第
一
項
第
二
号｣

を

｢

第
六
十
二
条
第
一
項｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
九
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
医
療
機
器｣

を

｢

若
し
く
は
医
薬
部
外
品｣

に
改
め
、

｢
(

体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。)

｣

を
削
り
、

｢

｣

を
｢

｣

に
、
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｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
十
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
若
し
く
は
医
療
機
器｣

を

｢

若
し
く
は
医
薬
部
外
品｣

に
改
め
、

｢
(

体
外
診
断
用
医
薬
品
を
除
く
。)

｣
を
削
り
、

｢
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｣

を

｢

｣

に
、

｢

を
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｣

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
十
一
号
中

｢

、
医
薬
部
外
品
又
は
医
療
機
器｣

を

｢

又
は
医
薬
部
外
品｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
第
三
十
号
中

｢

薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
若
し

く
は｣

を

｢

医
薬
品
の
販
売
業
、｣

に
、

｢

賃
貸
業｣

を

｢

貸
与
業
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業｣

に
、

｢

薬
局
開
設
等
許
可
証
再
交
付
手
数
料｣

を

｢

医
薬
品
販

売
業
等
許
可
証
再
交
付
手
数
料｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
十
六
号
と
し
、
同
表
第
二
十
九
号
中｢

薬
局
開
設
、
医
薬
品
の
販
売
業
若
し
く
は｣

を｢

医
薬
品
の
販
売
業
、｣

に
、

｢

賃
貸
業｣

を

｢

貸
与
業
若
し
く
は
再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業｣

に
、

｢

薬
局
開
設
等
許
可
証
書
換
え
交
付
手
数
料｣

を

｢

医
薬
品
販
売
業
等
許
可
証
書
換
え
交
付
手

数
料｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
四
十
五
号
と
し
、
同
表
第
二
十
八
号
中

｢
(

政
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、

｢

又
は
医
療
機
器
の
修
理
業｣

を
削
り
、

｢

医
薬
品
等
製
造
業
等
許
可
証
再
交
付
手
数
料｣

を

｢

医
薬
品
等
製
造
業
許

可
証
再
交
付
手
数
料｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。
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別
表
第
二
十
七
号
中｢

(

政
令
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

を
削
り
、｢

医
薬
品
等
の｣

を｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、

｢

又
は
医
療
機
器
の
修
理
業｣
を
削
り
、

｢

医
薬
品
等
製
造
業
等
許
可
証
書
換
え
交
付
手
数
料｣

を

｢

医
薬
品
等
製
造
業
許
可
証
書
換
え
交
付
手
数
料｣

に
改
め
、
同
号
を
同

表
第
三
十
七
号
と
し
、
同
表
第
二
十
六
号
中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
六
号
と
し
、
同
表
第
二
十
五
号

中

｢

医
薬
品
等
の｣

を

｢

医
薬
品
、
医
薬
部
外
品
又
は
化
粧
品
の｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
三
十
五
号
と
し
、
同
表
第
二
十
四
号
を
同
表
第
三
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次

の
四
号
を
加
え
る
。
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別
表
第
二
十
三
号
を
同
表
第
二
十
九
号
と
し
、
同
表
第
二
十
二
号
を
同
表
第
二
十
八
号
と
し
、
同
表
第
二
十
一
号
中

｢

賃
貸
業｣

を

｢

貸
与
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第

二
十
七
号
と
し
、
同
表
第
二
十
号
中｢

賃
貸
業｣

を｢

貸
与
業｣

に
改
め
、
同
号
を
同
表
第
二
十
六
号
と
し
、
同
表
中
第
十
二
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

同
表
第
十
一
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。
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別
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
八
号

青
森
県
県
営
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
県
営
住
宅
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
四
項
第
二
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ロ

県
税
又
は
県
営
住
宅
の
家
賃
を
滞
納
し
て
い
る
者

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

入
居
者
資
格
の
特
例)

第
四
条
の
二

県
営
住
宅
の
借
上
げ
に
係
る
契
約
の
終
了
又
は
法
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
住
宅
の
用
途
の
廃
止
に
よ
り
当
該
県
営
住
宅
の
明
渡
し
を
し
よ
う
と

す
る
入
居
者
が
、
当
該
明
渡
し
に
伴
い
他
の
県
営
住
宅
に
入
居
の
申
込
み
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
は
、
前
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号

(

ロ
に
係
る
部
分
に
限

る
。)

に
掲
げ
る
条
件
を
具
備
す
る
者
と
み
な
す
。

２

法
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
居
者
を
新
た
に
整
備
さ
れ
た
県
営
住
宅
に
入
居
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二

号

(

ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。)

の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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第
五
条
中

｢

前
条
第
四
項
各
号｣

を

｢

第
四
条
第
四
項
各
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
四
項
第
二
号
ロ
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
八
十
九
号

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例

(

平
成
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

そ
の
者
又
は
そ
の
同
居
者
が
県
税
又
は
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
若
し
く
は
青
森
県
県
営
住
宅
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
六
十
九
号)

第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
県
営
住
宅
の
家
賃
を
滞
納
し
て
い
る
者
で
な
い
こ
と
。

第
四
条
第
二
項
第
三
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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